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１．概要 
(1) 目的 

ＩＮＰＩＴ外国出願補助金（以下「本補助金」という。）の中間手続補助については、中小
企業等が外国特許庁へ行った特許出願に対して、外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に
対する中間応答、若しくは外国特許庁へ行った特許出願に対する出願審査請求（以下「中間応
答等」という。）に要する経費の一部を交付することで、外国における権利取得を促進させ、国際
的な知的財産戦略の構築を支援することを目的としています。 

 
(2) スキーム 

本補助金の流れは以下のとおりです。 

 
２．補助対象となる手続 

以下の(1)～(2)の条件をすべて満たしている手続が対象となります。 

(1) 外国特許庁等への出願に関し、ＩＮＰＩＴ外国出願補助金若しくは特許庁事業である、「中
小企業等海外展開支援事業（海外権利化支援事業）、（海外出願支援事業）」、「中小企
業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）」、「中小企業等海
外出願・侵害対策支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）」又は「中小企業等
知的財産活動支援事業費補助金（日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な
権利化支援事業）」にて交付決定を受けた者の当該特許出願に関する中間の手続。 

(2) 上記(1)に該当するもののうち、次のいずれかに該当するもの。 
①出願審査請求手続 

交付申請時に出願審査請求を行っておらず、補助事業実施期間内に審査請求手続が完
了できるもの。 

②拒絶理由通知に対する意見書及び手続補正書の提出手続（以下「中間応答手続」という。） 
「拒絶理由通知」を受領しており、拒絶理由に「新規性」、「進歩性」が指摘されたもののうち、

交付申請時に応答期限（延長期間を含まない）を過ぎていないものであって、補助事業実施

期間内に中間応答手続が完了できるもの。 
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３．補助対象者 
本補助金の補助対象者は、上記２．(1)及び（２）の者かつ日本国内に本社を有する者であ

って、下記(1)から(4)のいずれかの要件を満たす者とします。ただし、みなし大企業（下記(5)に該当
する者）、経済産業省から補助金等停止及び契約に係る指名停止措置を受けている者並びに暴
力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条に規定する暴
力団若しくは暴力団員と関係がある事業者は、補助対象外とします。 
(1) 中小企業者 

①資本金又は従業員数（常勤）が【表１】の数字以下となる会社又は個人。 
【表１】 

業種 資本金 
従業員数 
（常勤） 

製造業、建設業、運輸業 ３億円 ３００人 
卸売業 １億円 １００人 
サービス業 
（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を
除く。） 

５，０００万円 １００人 

小売業 ５，０００万円 ５０人 
ゴム製品製造業 
（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 

並びに工業用ベルト製造業を除く。） 
３億円 ９００人 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円 ３００人 
旅館業 ５，０００万円 ２００人 
その他の業種（上記以外） ３億円 ３００人 

※１ 資本金は、資本金の額又は出資の総額をいう。 
※２ 常勤従業員は、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）上の「常時使用す

る従業員」をいい、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２０条の規定に基づく
「解雇の予告を必要とする者」と解される。これには、日々雇い入れられる者、２か月以内
の期間を定めて使用される者、季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者、
試みの使用期間中の者は含まれない。 

※３ 個人は、日本国内に住所を有する個人事業主に限る。 
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②【表２】の組合等。 
【表２】 

組織形態 
企業組合 
協業組合 
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 
農業協同組合、農業協同組合連合会 
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連
合会 
森林組合、森林組合連合会 
商工組合、商工組合連合会 
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 
消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会 
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組
合中央会※１ 
特定非営利活動法人※２ 
商工会、商工会議所※３ 

※１ その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の３分の２以上が３億円以下の金額を
その資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時３００人以下の従業員を使用
する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その
直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の３分の２以上が５，０００万円（酒類
卸売業者については、１億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする
法人又は常時５０人（酒類卸売業者については、１００人）以下の従業員を使用す
る者であるもの。 

※２ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する者で
あって、常時使用する従業員の数が３００人（小売業に属する事業を主たる事業とする
事業者については５０人、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業
者については１００人）以下のもの。 

※３ 補助対象となる出願は、日本国内で取得した地域団体商標（商標法第７条の２）に
係る外国特許庁等への出願に限る。 

(2) 創業特定法人 
資本金が３億円以下の法人であって、交付申請の日において、その設立の日以後１０年を経

過していない法人。ただし、資本金が３億円を超える法人が、発行済株式の総数又は出資価格
の総額の２分の１以上を単独で所有している場合又は発行済株式の総数又は出資価格の総額
の３分の２以上を共同で所有している場合は、補助対象外とします。 
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(3) 試験研究機関等 
次のいずれかに該当する者であること。 

①学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学（②において「大学」とい
う。）の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち
専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校（②において「高等専門学校」という。）
の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者
又は国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第３項に規定する大学共同
利用機関法人（②において「大学共同利用機関法人」という。）の長若しくはその職員のうち
専ら研究に従事する者 

②大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人 
③大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成１

０年法律第５２号）第５条第２項に規定する承認事業者 
④独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に

規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）又は特殊法人（法律により直接に設立された法
人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であって、総務省設置法
（平成１１年法律第９１号）第４条第１項第８号の規定の適用を受けるものをいう。以下
同じ。）であって、【表３】に掲げるもの 

⑤【表３】に掲げる独立行政法人又は特殊法人における技術に関する研究成果について、当該
研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける
権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権につい
ての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間
事業者に対し移転する事業を行う者 

⑥公設試験研究機関（地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関（学校教育法
第２条第２項に規定する公立学校を除く。）であって、試験研究に関する業務を行うものをい
う。）を設置する者 

⑦試験研究地方独立行政法人（地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年
法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。）のうち同法第６８
条第１項に規定する公立大学法人以外のものであって、試験研究に関する業務を行うものをい
う。） 

 
【表３】 

独立行政法人・特殊法人 
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 
福島国際研究教育機構 
国立研究開発法人情報通信研究機構 
独立行政法人酒類総合研究所 
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独立行政法人造幣局 
独立行政法人国立印刷局 
独立行政法人国立科学博物館 
国立研究開発法人物質・材料研究機構 
国立研究開発法人防災科学技術研究所 
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 
独立行政法人国立美術館 
独立行政法人国立文化財機構 
国立研究開発法人科学技術振興機構 
国立研究開発法人理化学研究所 
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 
独立行政法人日本スポーツ振興センター 
国立研究開発法人海洋研究開発機構 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 
独立行政法人労働者健康安全機構 
独立行政法人国立病院機構 
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 
国立研究開発法人国立がん研究センター 
国立研究開発法人国立循環器病研究センター 
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 
国立研究開発法人国立成育医療研究センター 
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 
国立健康危機管理研究機構 
独立行政法人農林水産消費安全技術センター 
独立行政法人家畜改良センター 
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 
国立研究開発法人水産研究・教育機構 
国立研究開発法人産業技術総合研究所 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
国立研究開発法人土木研究所 
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国立研究開発法人建築研究所 
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 
独立行政法人海技教育機構 
独立行政法人自動車技術総合機構 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
国立研究開発法人国立環境研究所 

(4) 実施権者等 
上記(1)から(3)に該当する者が出願人となる上記２．に該当する出願について、当該出願人

から、当該出願に関する実施権の設定等を受けた者であって、外国における特許の権利化におけ
る審査請求・中間応答手続に要する経費の一部又は全部を当該出願人に代わり負担する者
（上記(1)から(3)に該当する者に限る。以下「実施権者等」という。）。 

(5) みなし大企業 
次のいずれかに該当する中小企業者は、みなし大企業として補助対象外とします。 

① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中
小企業者 

② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業
者 

※大企業とは、上記(1)の中小企業者に該当しない者を指します。 
※以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用し

ません。 
‧ 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 
‧ 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

※発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上をみなし大企業が所有している者も
みなし大企業として取り扱います。 

※本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。 
※福島復興再生特別措置法第８６条に規定する認定福島復興再生計画に基づき福島国際

研究産業都市区域において事業を行う者であって、補助対象となる出願の基礎となる国内出
願に係る特許発明又は発明が、当該事業の成果に係るもの（認定福島復興再生計画に期
間の定めがある場合にあっては、当該期間の終了の日から起算して２年以内に出願されたもの
に限る。）である場合は、本条件を適用しません。 
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４．補助金額・補助率 
補助金額、補助率は、以下のとおりです。 

(1) 補助上限金額・補助率 

①１事業者当たりの補助上限金額 ：なし 

②１手続（各国別）に対する補助上限金額：５０万円以内 
③補助率：補助対象経費の２分の１以内  

共同出願の場合、１手続に対する補助金額の上限は、上の金額に当該出願の持ち分割合又
は費用負担割合のうち低い方の割合を乗じた額とします。 

(2) 申請可能な手続の数：上限なし 

※ただし、1 手続（各国別）毎に申請が必要です。 

 

５．補助対象経費 
(1) 補助対象経費 

補助対象となる経費は、本補助金の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要
性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。また、
補助対象経費は、交付決定を受けた日付以降に契約（発注）を行い、補助事業実施期間内
に検収及び支払を完了したものに限ります。 

 

経費区分 内容 

外国特許庁等への
納付手数料 

＜出願審査請求＞ 
・出願審査請求料 
・出願審査請求と同時に行う手続（意見書、補正書、その他各国が求
める資料の提出）に係る手数料 

・出願審査請求期間の延長手続に係る手数料（様式第 1 別紙および
見積書に記載がある場合のみ） 

＜中間応答手続＞ 
・意見書、補正書、その他各国が求める資料の提出手続及び審査官面
接に係る手数料 

・中間応答手続の延長手続に係る手数料（様式第 1 別紙および見積
書に記載のある場合のみ） 

代理人費用 ・国内代理人（弁理士等）費用※１ 
・現地代理人費用※１ 
・出願国・地域の制度上、出願手続の一環として必要であることが認めら
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れる経費（公証人証明申請費用、委任状作成費用等） 
・銀行振込手数料及び送金手数料（補助対象外の出願とまとめて振

込・送金する場合は按分すること） 

翻訳費用 ・手続書類作成に係る、翻訳に要する費用※２ 
※１ 補助対象となる代理人費用は、国内 1 事務所、現地（出願先毎）1 事務所を前提とし

ているため、前述の 2 か所の代理人の間に第 3 者となる代理人を介在させる場合、その仲介
手数料等は、原則補助対象とならない。 

※２ 「単価×単語数又はページ数」等の内訳を見積書に明記したものに限る。 
 

(2) 補助対象外経費の例 
以下の費用は、補助対象となりません。なお、以下に列挙する費用は一例です。 

①補助金の申請書や実績報告書等の作成に係る費用 
②消費税、海外での付加価値税（ＶＡＴ）やサービス税等 
③日本国特許庁に納付する手数料 
④先行技術/登録調査に係る費用 
⑤国際出願の国際段階の手数料（国際出願手数料、予備審査手数料等） 
⑥翻訳文提出及び出願審査請求等の期間徒過の救済に要する手数料 
⑦特許料、登録料 
⑧上記①～⑦を含め、補助対象外経費に対応する代理人費用 
 

(3) 経費に関する注意事項 
①補助対象経費の精査は、交付申請の審査にて行います。交付申請時に計上した経費がすべて

補助対象になるとは限りませんのでご注意ください。 
②補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できる

ものに限ります。外国通貨の場合は、国内の市中銀行が公表する支払日当日の TTS レートで
円換算してください（１円未満は切り捨て）。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います。
現金払・手形払等は対象外です。 

③経済産業省から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に発注・
契約した場合、その経費は補助金の対象外となります。 
※停止措置期間外に発注した場合を除く。 

④補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してくだ
さい。 
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６．交付申請の手続 
(1) 申請締切と交付決定通知 

交付申請受付
期間 

令和８年４月１日（水） 
～ 令和８年１２月１４日（月）１７：００ 

※年度予算がなくなり次第、終了とさせていただきます。 

交付決定通知 随時 

補助事業完了
期限日 

令和９年１月２９日（金） 
※すべての費用の支払い完了後、３０日以内又は上記期限日のいずれ
か早い方で、実績報告書を提出してください。 
※補助事業実施期間には、１．概要 （２）スキーム内にある 「５ 実
績報告」、並びに、補助事業実施に要した費用精算（国内外代理人への
振込等）の完了も含まれます。 
 

交付決定通知
後の 
手続 

交付決定通知後に代理人へ依頼・発注 ⇒ 外国特許庁等への手続 
⇒ 実績報告書関連書類の収集・整理 ⇒ 実績報告 
※必ず、交付決定通知後に代理人へ依頼・発注をしてください。 
（依頼・発注メール等の証憑の提出を実績報告時に求めます。） 
※代理人から請求書を受領後、速やかな費用の支払いにご協力をお願
いします。 
 

補助金の支払 精算払請求後 

(2) 申請方法 
Ｊグランツによる電子申請のみ受け付けます。 
以下のＵＲＬから申請画面にアクセスしてください。 
＜Ｊグランツ＞https://www.jgrants-portal.go.jp/ 
Ｊグランツによる申請方法は、ＩＮＰＩＴホームページ掲載の「ＩＮＰＩＴ外国出願補助金

電子申請マニュアル」をご参考ください。 
＜ＩＮＰＩＴホームページ＞ＵＲＬ 

※交付申請には、ＧビズＩＤプライムアカウントが必要となります。発行まで１週間程度時間を要
しますので、余裕をもって取得してください。ＧビズＩＤプライムアカウントの取得方法に関するご
質問は、ＧビズＩＤホームページに記載のお問合せ先へご連絡ください。 
＜ＧビズＩＤホームページ＞https://gbiz-id.go.jp/top/ 
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(3)重複申請の制限 
補助を受けようとする外国特許庁への手続（共同出願の場合は、自身の持ち分について）に

ついて、国費又は国費を財源とする資金による支援（特許庁が実施する海外出願支援事業
（実施機関が都道府県等中小企業支援センター等のもの）も含む。）及び本補助金の補助対
象手続として、その両方に申請すること（重複申請）はできません。重複申請が発覚した場合、
本補助金の交付決定を行わず、交付決定がされている場合は、交付決定の一部又は全部を取り
消します。なお、審査請求と中間応答は手続きが異なること、また、中間応答についても応答毎に
対応が異なることから、１案件で繰り返し申請しても重複申請としては取り扱いません。 

(4) 交付決定通知 
交付決定は、Ｊグランツにて通知します。交付申請後、交付決定に必要な書面の修正等に関

する通知又はご連絡をする場合がありますので、速やかにご対応ください。また、審査の結果、計上
された経費が補助対象外であると判断されるときは、交付決定額が減額又は全額対象外となる場
合がありますので、あらかじめ留意ください。修正等が発生しない場合又はすべての修正等が完了
後、交付決定通知を行います。 

(5) 本補助金の補助対象となる手続の要件となる、ＩＮＰＩＴ外国出願補助金若しくは特許庁
事業である、「中小企業等海外展開支援事業（海外権利化支援事業）、（海外出願支援事
業）」、「中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）」、
「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）」
又は「中小企業等知的財産活動支援事業費補助金（日本出願を基礎としたスタートアップ設立
に向けた国際的な権利化支援事業）」にて交付決定を受けた者以外の者が、事業承継等で権
利を譲り受け、当該特許出願に関する中間の手続を行う者については、申請要件を満たさないも
のとして取り扱います。 

 

７．補助事業者の義務（交付決定前後に遵守すべき事項） 
本補助金の交付決定を受けようとする者及び受けた者は、以下の条件等を守らなければなりません。 
(1) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（経済安全保障

推進法、令和４年法律第４３号）に定める「特定技術分野」（同法第６６条第１項本文、
同法施行令第１２条第１項各号）に属する発明が記載された明細書等を含む特許出願（国
際出願を含む。）について、本補助金の交付申請を行ってはなりません。 

(2) 交付決定を受けた後、本補助金の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は本補
助金を中止、廃止若しくは他に承継させようとする場合には、事前にＩＮＰＩＴの承認を得なけ
ればなりません。 

(3) 交付決定後に補助金交付申請額の経費区分ごとに配分された額の変更や税込み５０万円
以上の契約（発注、依頼）の内容変更、補助事業の中止・廃止、補助事業の譲渡（出願の
譲渡）等がある場合は、実績報告の前に必ず計画変更等の申請を行ってください。計画変更等
の要否が不明な場合は、ＩＮＰＩＴ外国出願補助金事務局へお問い合わせください。 
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(4) 補助事業を完了したときは、その日から起算して３０日を経過した日又は補助事業完了期限
日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。期限までに補助事
業実績報告書が提出されなかった場合、交付決定を取り消すことがあります。 

(5) 補助事業者は、補助事業完了の日以後、毎年３月３１日を経過した際は、補助対象となっ
た出願の審査結果及び登録状況等を記載した権利化状況報告書を速やかに提出しなければな
りません。権利化状況報告書が提出されない場合や虚偽の報告された場合には、交付決定を取り
消し、補助金の返還を求めます。また、出願補助に係る公募ついても、応募申請及び交付申請を
認めません。 

なお、権利化状況報告書の提出義務は、補助対象となったすべての出願の審査結果及び登録
状況等を報告するまでの間、継続します。 

(6) 補助対象となった出願について、正当な理由なく出願審査請求期間徒過によるみなし取下げ、
登録査定後の登録料未納付によるみなし取下げ並びに出願の放棄及び取下げ等により、権利化
しなかった場合は、今後の公募において補助金交付候補者として採択されないことがあります。 

(7) 交付申請は、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額しなければなりません。 
※補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、本補助金に

係る課税仕入に伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と
補助金交付が重複しないよう、課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原
則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくこととします。この消費税及び地方消費税相
当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。 

(8) 補助事業者は、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」
に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用に努めてください。また、本補助金に係る経理
について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助事業完了後、５年間保存しなけ
ればなりません。 

(9) 補助事業者は、本補助金の遂行及び収支の状況について、ＩＮＰＩＴ（本補助金の事務
局を含む。）から要求があったときは速やかに状況報告書を作成し、ＩＮＰＩＴに提出しなけれ
ばなりません。 

(10) 本補助金の進捗状況等の確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、補助
事業完了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査によ
り補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに必ず従わなければなりません。 

(11) 補助事業において知的財産権が発生した場合は、その権利は事業者に帰属します。 
(12) 補助金の支払は、補助事業完了後に補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確

定後の精算払となります。なお、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収入として計
上するものであり、法人税等の課税対象となります。 

(13) 補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第
179 号）」等に違反する行為等（例：補助金の他の用途への無断流用、虚偽報告など）をし
た場合には、交付決定を取り消し、補助金の返還を求めた上で、不正の内容の公表等を行うこと
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があります。また、補助事業実施期間中に他の補助金で同様の行為等をした場合も同様です。 
(14) 本補助金の採否にかかわらず、ＩＮＰＩＴから本補助金に関係する調査への協力をお願い

する場合があります。また、申請時に提出された情報については、事業者間の連携の推進、政策効
果検証等に使用することを目的として、個社情報が特定されないように処理した上で公開する場合
があります。なお、補助事業者となった場合、必要に応じて事業の成果の発表、事例集の作成等
への協力を依頼する場合がありますので、ご協力お願いします。 

８．提出書類 
(1) 交付申請の際は、「様式第１別紙」に加え、以下の書類を提出してください。 

なお、原本の提出は不要です。 
書類名 全者必

須 
詳細 

補助対象手続
に係る出願情
報が確認できる
書類 

○ 以下の内容が確認できる書類 
・外国特許庁への出願日又は国内移行日 
・当該外国出願の出願番号 
・基礎となる出願の出願番号 
・出願審査請求又は中間応答手続の期限日(延長期間除く) 

見積書 〇 国内代理人が作成した以下の情報が明記されたもの 
・費目ごとの日本円金額 
（外国特許庁への納付手数料、現地・国内代理人費用、翻
訳費 等） 
・翻訳単価、文字数又はページ数 
・現地代理人の事務所名と所在国 
・当該外国出願の出願番号 

出願支援事業
の交付決定を
受けたことがわ
かる資料 

 ＜特許庁事業の交付決定を受けた者のみ＞ 
「中小企業等海外展開支援事業（海外権利化支援事業）、
（海外出願支援事業）」、「中小企業知的財産活動支援事
業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）」、「中小企
業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中小企業等
外国出願支援事業）」又は「中小企業等知的財産活動支援
事業費補助金（日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向
けた国際的な権利化支援事業）」にて、交付決定を受けたこと
がわかる資料（例：交付決定通知書、交付決定の連絡を受
けたメールの写し等） 

拒絶理由通知
書等 

 ＜中間応答手続のみ＞ 
外国特許庁発行の拒絶理由通知書又は欧州特許庁調査報
告 
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※英語以外の言語は和訳をつけてください。（機械和訳可） 
※この和訳作成費用は補助対象外です。 

協力承諾書  現地代理人に直接依頼しない場合（選任代理人を通して現
地代理人に依頼する場合）は提出が必要です。 
補助事業を実施するにあたり、必要となる証憑等の提供の協力
を国内代理人に確認するものです。 

持ち分割合及
び費用負担割
合を示す書類 

 基礎となる国内出願及び補助対象出願が共有に係る場合に
提出が必要です。 
「契約書」、「覚書」等、各持ち分割合等が明記された書類を提
出してください。 

実施権者等の
単独申請に要
する書類 

 ３．(4)の実施権者等が交付申請する場合に提出が必要で
す。 
・特許を受ける権利を有する者（出願人）から本補助金申請
の了承を得ている旨の宣誓書（交付申請者が作成） 
・交付申請者の宣誓が真正である旨等を証明する書面（特許
を受ける権利を有する者（出願人）が作成） 
の２通を提出してください。 

決算書 

 交付申請者が法人の場合に提出が必要です。 
直近２事業年度分の貸借対照表、損益計算書（特定非営
利活動法人は活動計算書。以下同じ。）を提出してください。 
※１ 創業２年未満で２年分の提出ができない場合は、１期

分の決算書（貸借対照表、損益計算書）と金融機関が
発行する「預金残高証明書（直近２か月分）」を提出し
てください。 

※２ 創業１年未満で決算書の添付ができない場合は、「法
人設立届」と金融機関が発行する「預金残高証明書（直
近２か月分）」を提出してください。 

履歴事項全部
証明書 

 交付申請者が法人の場合に提出が必要です。 
最新の情報が記載されたものを提出してください。 
※大学等の試験研究機関等は、提出不要です。 

役員名簿  交付申請者が法人の場合に提出が必要です。 
株主名簿・出
資者名簿 

 交付申請者が法人の場合に提出が必要です。 
※大学等の試験研究機関等は、提出不要です。 

法人概況説明
書 

 交付申請者が法人の場合に提出が必要です。 
※大学等の試験研究機関等は、提出不要です。 

確定申告書  交付申請者が個人事業主の場合に提出が必要です。 
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確定申告書別表第１を直近２年分提出してください。青色申
告は「賃借対照表」、白色申告は「収支内訳書」を含めてくださ
い。 
※１ 創業２年未満で２年分の提出ができない場合は、１期

分の確定申告書と金融機関が発行する「預金残高証明
書（直近２か月分）」を提出してください。 

※２ 創業１年未満で決算書の添付ができない場合は、「開
業届」と金融機関が発行する「預金残高証明書（直近２
か月分）」を提出してください。 

※その他、追加で本補助金の方式審査に資料の提出を求める場合があるので、その際は事務局
の指示に従い、速やかに求められた資料の提出を行ってください。 

 

９．データ利活用ポリシー 
本補助金で交付申請時、実績報告書提出時及び権利化状況報告書提出時等に提供いただい

た情報（提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含む。以下「提供情報」という。）は、
効果的な政策立案や支援等（申請者への各種情報提供、ＩＮＰＩＴ知財総合支援窓口等の
相談支援窓口による個社情報閲覧等）のために、ＩＮＰＩＴの業務委託先、独立行政法人、大
学その他の研究機関・施設等機関（政策の効果検証（EBPM）目的のみの利活用や守秘義務
等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者に限る）に提供・利活用され、かつ、支援機関から
のデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供される場合があります。以上を
前提として、申請・報告等を行うことにより、データ利活用に同意したものとみなします。 
(1) 提供情報は、データの区分に従い、効果的な政策立案や経営支援等のために、以下【利活用

目的・データ区分・データ提供先】の表に定める利活用目的で利活用され、提供先に提供（提供
を受けたＩＮＰＩＴ又はその業務委託先からさらに第三者に提供される場合も含む。以下同じ。）
される場合があります（以下「本データ利活用」という。）。 

(2) 提供情報は、法令等により認められる場合を除き、以下【利活用目的・データ区分・データ提供
先】の表に定める利活用目的以外の目的に利活用されることはなく、また、提供先以外に提供され
ることはありません。 

なお、ＩＮＰＩＴの判断により提供されない場合や提供先を制限する場合があります。 
(3) 支援機関情報、支援情報、その他の第三者に関する情報が含まれる情報（以下「支援機関

等情報」という。）について、以下【利活用目的・データ区分・データ提供先】の表に定める利活用
目的に利活用され、提供先に提供される場合があることについて、申請者は、支援機関等情報に
ついて権限を有する者から事前に承諾を得るものとします。 

(4) 本補助金に交付申請することにより、本データ利活用に同意し、提供情報を包括的に本データ
利活用に供することに同意したものとみなします。 

(5) 提供情報を以下【利活用目的・データ区分・データ提供先】の表に定める提供先に提供する場
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合、ＩＮＰＩＴは、提供先に対し、提供を受けた情報について適切な管理及び取扱いを行うこと
を義務付けることとしています。特に、政策の効果検証（EBPM）の実施において、大学その他の
研究機関等機関に所属する研究者については、EBPM 目的（研究活動だけでなく学術論文の
作成・発表までを含みます）のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書等をあらかじめＩ
ＮＰＩＴと取り交わした機関に所属する研究者に限り、提供することとしています。  
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【利活用目的・データ提供先】 

 
※１ 「独立行政法人」とは、利活用目的等に照らしＩＮＰＩＴが必要と認め、かつ、守秘義務

等の遵守に係る誓約書等をあらかじめＩＮＰＩＴと取り交わした独立行政法人を指します。 
※２ 「政策の効果検証（EBPM）の実施」に係る誓約書を取り交わした研究者等に提供する

データは、以下のとおりとします。 
・法人：法人名、法人番号、住所、電話番号 
・個人事業主：商号又は氏名、住所、電話番号 

申
請
者
の
識
別
・
属
性
情
報

共
同
申
請
者
情
報

事
業
・
経
営
情
報

承
継
情
報

担
当
者
情
報

財
務
情
報

事
業
計
画

申
請
事
業
内
容

審
査
情
報

制
度
活
用
情
報

業
務
委
託
先

独
立
行
政
法
人
（
※
１
）

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
等
機
関
に
所
属
す
る
研
究
者

中
小
企
業
者
等

申
請
者
本
人

政策の効果検証
（EBPM）の実施
（※２）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

効果的な政策立案や経営
支援、業務効率化等のた
めのＩＮＰＩＴ内での情
報共有

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

申請者本人による過去の
申請情報等の一括した保
存・閲覧

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

将来的な申請の円滑化に
向けた申請情報の活用
（ワンスオンリー等）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中小企業等に対する支援
情報（補助金や支援策
等）の紹介

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

利活用目的

データの区分
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・従業員数、資本金、事業所数、設立年(個人事業主は創業年)、都道府県、業種(主な業
種、日本標準産業分類の中分類) 

・売上高、経常利益、付加価値額(粗利、減価償却費) 
・審査結果(採択/不採択)、審査点 
・補助金名、申請年度、事業実施年度、応募回 

 
【データ区分】 

データ区分 定義 具体例 
申請者の識 別・
属性情報 

申請者を特定し、又は申請
者に到達することが可能な情
報及び法人の規模や体制を
示す情報 

ＧビズＩＤ 
申請者名（法人名／屋号等を含む） 
本店住所・代表電話番号 
代表者名 
従業員数、事業所数、設立年（個人
事業主は創業年）、都道府県、市区町
村、業種（主な業種、日本標準産業分
類の中分類）  等 

共同申請者情報 補助金等の事業に申請する
に当たり、申請者が提携する
法人及び所属する組織の情
報 

連携先情報 
加入組織情報  等 

事業・営業情報 申請者の事業概要及び特許
情報、取引情報等、事業活
動において有用となる技術上
又は営業上の情報（営業秘
密となる情報を含む） 

事業内容 
特許情報 
販売先／仕入れ先 
株主・出資者  等 

承継情報 申 請 者 の 事業 を承 継 し た
（承継する予定の）法人等
に係る情報又は申請者に事
業を承継させた（承継させる
予定の）法人等に係る情報 

事業承継形態・事業承継状況 
承継者・被承継者の要件 
承継者・被承継者の基本情報 等 

担当者情報 申請者において、補助金の申
請を担当している部門名及び
従業員の氏名並びにその連
絡先 

申請担当者名 
申請担当者の所属部署 
申請担当者の連絡先  等 

財務情報 申請者の確定申告及び財務
三表（貸借対照表、損益計

確定申告書等に記載されている情報 
貸借対照表に記載されている情報 
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算書及びキャッシュフロー計算
書）に記載されている情報及
びそれらの情報から算出され
た経営・財務指標 

損益計算書に記載されている情報 
各種利益率  等 

事業計画 申請者の中期経営計画及び
補助金等の申請をした事業
に係る計画の内容 

中期経営計画 
その他事業計画  等 

申請事業内容 申請者が補助金等を申請す
る事業の概要並びに補助金
交付金額及び費用などの情
報 

申請事業名・概要 
補助金交付情報  等 

審査情報 申請に対して審査員等が審
査をした際の情報 

審査点  等 

制度活用情報 過去に採択された補助金の
情報又は申請中の補助金の
情報 

補助金交付の履歴 
申請年度・事業実施年度、申請応募回  
等 

 
 

１０．ＩＮＰＩＴ関連情報等の提供 
本補助金の交付申請の際に、ＩＮＰＩＴが実施する他の支援事業への連携希望を確認してお

り、希望される方へは、担当者から直接のご連絡や関連情報の提供をしています。 
＜関連情報の提供例＞ 

・ＩＮＰＩＴより事業紹介のメール、ＩＮＰＩＴが運営するイベント、研修、講演等各種情報
等の連絡 他 
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【改定履歴】 
版 日付 改定内容 
1.0 202６年３月１６日 ・初校 
  Ｊグランツ 
   

 


